
 

 

保育料徴収基準額表（２,３号・月額：令和元年 10月 1日以降） 

 

※年齢は４月１日時点です。 

階層

区分 定    義 

3歳児未満 3歳児 

標準時間 短時間 標準時間 短時間 

Ａ 生活保護法による被保護世帯又は里親世帯 
円 
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Ｂ 市民税非課税世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

市 

民 

税 

課 

税 

世 

帯 

C1 均等割のみ課税世帯  9,100  8,900 

所 

得 

割 

課 

税 

額 

C2 10,000円未満の世帯 11,300 11,100 

C3 10,000円以上29,000円未満の世帯 12,900 12,600 

C4 29,000円以上48,600円未満の世帯 16,400 16,100 

C5 48,600円以上58,000円未満の世帯 20,500 20,100 

C6 58,000円以上70,000円未満の世帯 24,400 23,900 

C7 70,000円以上97,000円未満の世帯 28,900 28,400 

C8 97,000円以上106,000円未満の世帯 35,500 34,800 

C9 106,000円以上134,000円未満の世帯 39,800 39,100 

C10 134,000円以上187,000円未満の世帯 44,500 43,700 

C11 187,000円以上248,000円未満の世帯 50,600 49,700 

C12 248,000円以上301,000円未満の世帯 55,300 54,300 

C13 301,000円以上351,000円未満の世帯 60,000 58,900 

C14 351,000円以上397,000円未満の世帯 62,900 61,800 

C15 397,000円以上の世帯 65,000 63,800 

※３歳児以上の市民税所得割課税額が 57,700 円以上の世帯は、食費（月額 5,500 円程度）を別途徴収します。 

（食費のほか消耗品等の別途徴収する費用は、保育施設により異なります。保育施設にてご確認ください。） 

 

延長保育を実施する児童には、上の表 

の階層区分に応じ、右の表の金額を加算 

します。（公立：月額） 

 

 

◆ 同一世帯で２人以上の児童が認可保育施設、幼稚園、認定こども園、事業所内保育施設、企業主導型

保育施設、障がい児通所（園）施設等を利用している場合、第２子は表中の金額の半額、第３子以降は

０円となります。 
 

◆ 市民税所得割課税額が 57,700 円未満の世帯の保育料は、第１子の児童の年齢にかかわらず、第２子は上記

の表の半額、第３子以降は０円となります。  

◆ ひとり親世帯や障がい者手帳を有する世帯などで、市民税所得割課税額が 77,101 円未満の世帯の保育料は、

第１子は上記の表の半額（9,000 円を上限とします。）、第２子以降は第１子の児童の年齢にかかわらず０円と

なります。 
 

◆ 市民税所得割課税額が 169,000 円未満の世帯で、18歳未満の児童が３人以上いる世帯の第３子以降の児童

である場合には、保育料は０円となります。 

階層区分 午後7時まで 午後7時30分まで 

A             0     円             0       円 

B 1,000 2,000 

C1からC4まで 2,000 4,000 

C5からC15まで 3,000 6,000 

保育料の減免制度 


